
 
 

 
 
 

健発０４０８第２号 
令 和 ４ 年 ４ 月 ８ 日 

 
公益社団法人日本調理師会会長 殿 

厚生労働省健康局長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
調理師法施行規則の一部を改正する省令の施行について（施行通知） 

 
 調理師法施行規則の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第 81 号。以下「改正省

令」という。）が別添１のとおり本日公布されたところですが、その改正の趣旨、内容等は

下記のとおりですので、貴殿におかれましては、御了知の上、関係者へ周知いただきますよ

う、よろしくお願いします。 
 

記 
 
１ 改正の趣旨 

  別添２のとおり「令和３年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和３年12月 21 日

閣議決定）において、調理師業務従事者届における届出事項から本籍地都道府県名を削除

することとされたことを踏まえ、調理師法施行規則（昭和 33年厚生省令第 46号）を改正

するもの。 

 

２ 改正の内容 

  調理師法施行規則第４条の２第２項に規定する調理師業務従事者届の届出事項から本籍

地都道府県名を削除するとともに、同令様式第二の二（調理師業務従事者届の様式）につ

いて本籍地都道府県名の記載欄を削除する。 

その他、調理師法施行規則の本則及び様式第一（調理師免許申請書）について体裁の修

正等の形式修正を行う。 

 

３ 施行期日 

  改正省令は公布日（令和４年４月８日）から施行する 

  ※ 改正省令中の調理師業務従事者届に関する改正規定（調理師法施行規則第４条の２

及び様式第二の二の改正規定）については、令和４年 12月 31 日現在の事項を令和５

年 1 月 15 日までに届け出ることとされている調理師業務従事者届から適用されるこ

ととなる。  
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令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（抄） 

 

令和３年 12 月 21 日 

閣 議 決 定 

 

 

５ 義務付け・枠付けの見直し等 

 

 

【厚生労働省】 

 

（32）調理師法（昭 33 法 147） 

  調理の業務に従事する調理師の届出（５条の２第１項）については、令和

４年度の次回届出までに省令を改正し、本籍地都道府県名の記載を削除する。

また、「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年 12 月 25 日閣議決定）に

おいて検討することとされている国家資格証のデジタル化の状況を踏まえて、

調理師の届出に関する手続のオンライン化に向けて検討を行い、令和４年度

中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

 

別添２ 


